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研 修 の 狙 い

和歌山県障害福祉課

※本資料は、令和6年度強度行動障害支援者養成研修（基礎研修（指導者研修））の
資料を基に作成しています。
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「強度行動障害」に関する対象者の概要

行動援護
14,631人

短期入所（重度障害者支援加算）※２ 6,456人
施設入所支援（重度障害者支援加算Ⅱ） 24,238人
障害児入所施設

（重度障害児支援加算）※３ 福祉型150人:医療型0人
（強度行動障害児特別支援加算） 福祉型 11人:医療型1人

共同生活援助
（重度障害者支援加算Ⅰ※２）6,386人(介護型5,567＋日中S型819)
（重度障害者支援加算Ⅱ） 5,235人(介護型4,588＋日中S型647)

行動障害関連の障害福祉サービス・障害児支援の利用者
（国民健康保険団体連合会データ）

のべ８９，４３４人（令和５年１０月時点）

（※１）利用者の内、知的障害者の数（平成26年度からは、重度訪問介護についても、行動援護等の基準と同様の対象者に対して支援を提供することが可能となっている）。
（※２）短期入所の重度障害者支援加算及び共同生活援助の重度障害者支援加算Ⅰには、区分6かつ、Ⅰ類型(人工呼吸器)、Ⅱ類型(最重度知的障害）、Ⅲ類型(行動障害)が含まれるが、その内訳は不明。
（※３）障害児入所施設の重度障害者支援加算は主として知的障害児・自閉症児を入所させる場合であって、強度行動障害支援者養成研修終了者を評価する加算を算定している人数。

（行動援護、共同生活援助、短期入所、生活介護等を重
複して利用する場合があるため、のべ人数としている）

重度訪問介護※１
1,199人

放課後等デイサービス（強度行動障害児支援加算）4,379人
児童発達支援（強度行動障害児支援加算） 532人

生活介護（重度障害者支援加算）
26,216 人

「強度行動障害」とは
自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物を壊す、大

泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状
態のこと。
「支援の対象者」については

障害福祉サービスを受ける際に行う障害支援区分の調査に併せて把握する「行動関連項目」（障害児の場合は「強度行動障害判定基準
表」）の合計点数が10点以上（障害児は20点以上）の場合に対して手厚い支援（下記の図参照）が提供される。

令和４年度に開催された「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会」において、支援人材のさらなる専門性の向上、日
常的な支援体制の整備と支援や受入の拡充方策、状態が悪化した者に対する「集中的支援」の在り方等について提案された。

検討会報告も踏まえ、令和６年度報酬改定では、受入拡大や支援の充実の観点から、新たに行動関連項目18点以上（障害児は30点以
上）の場合のより高い段階の加算や、状態が悪化した者に対するアセスメントや環境調整を行う「集中的支援」に係る加算を創設する等
の対応を行った。
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平成26年

○平成5年 強度行動障害者特別処遇事業
○平成10年 強度行動障害特別加算費
○平成18年10月 重度障害者支援加算（Ⅱ）（15点以上）
○平成26年4月 重度障害者支援加算（Ⅱ）（8点以上→支援区分10点以上）
○平成27年4月 重度障害者支援加算（Ⅱ）（研修義務付 体制加算＋個人加算）

平成17年
発達障害者支援センター

平成14年
自閉症・発達障害
支援センター創設

昭和55年 第1種・第2種自閉症児施設
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強度行動障害の施策の経過
昭和55年 令和3年

○平成5年
知的障害者
ガイドヘルパー制度
○平成15年 移動介護
○平成18年
市町村地域生活支援事業・
移動支援事業

在
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○平成17年 行動援護開始（対象者基準 てんかん＋他9項目において10点以上）

○平成18年10月行動援護（区分3以上 てんかん他11項目において10点以上）

○平成20年4月行動援護（区分3以上 てんかん＋他11項目において8点以上）

○平成26年4月行動援護（支援区分3以上 てんかん＋他11項目において10点以上）

○平成26年4月重度訪問介護 対象拡大（区分４以上 てんかん＋他11項目において10点以上）

○平成30年4月重度訪問介護 訪問先の拡大（入院中のコミュニケーション支援）

利用者 H19.11 3204人 H20.4 3296人 H22.1  4528人 R1.12  11,824人 R2.12  11,159人
事業所数 739事業所 901事業所 1,787事業所 1,811事業所

利用者 H23.4  2432人 H24.4  8667人 R1.12  19,670人 R2.12  21,054人
施設数 308施設 638施設 892施設 939施設
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→
平成26年 発達障害者地域支援マネジャー

平成平成平成平成令和
25年 26年 27年 30年 3年
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○平成18年10月短期入所・共同生活援助 重度障害者支援加算
○平成27年4月短期入所・共同生活援助 重度障害者支援加算（研修義務付・拡充）
○平成30年4月日中サービス支援型グループホームの創設

○令和3年4月（主なもの）
重度障害者支援加算（Ⅱ） アセスメント期間の見直し

90日間＋700単位 → 180日間＋500単位
グループホーム 区分6以上 → 区分4以上
生活介護 施設入所支援の外部通所者に算定可
障害児支援 個別サポート加算（Ⅰ）（Ⅱ）新設 等
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短期入所 H23.4 780人 H24.4  1164人 R1.12  5,407人 R2.12  4,584人
共同生活援助 113人 399人 3,316人 3,818人
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障害福祉サービス等事業所

サービス管理責任者クラスの職員

支援現場の職員
平成25年度～ 強度行動障害支援者養成研修

（基礎研修） 講義＋演習（12時間）

平成26年度～ 強度行動障害支援者養成研修
（実践研修） 講義＋演習（12時間）

強度行動障害支援者養成研修について

〇 強度行動障害を有する者は、自傷、他害行為など、危険を伴う行動を頻回に示すことなどを特徴としているた
め、現状では事業所の受入れが困難であったり、受入れ後の不適切な支援により、利用者に対する虐待につな
がる可能性も懸念されている。

〇 一方で、施設等において適切な支援を行うことにより、他害行為などの危険を伴う行動の回数が減少するな
どの支援の有効性も報告されていることから、地域生活支援事業において、強度行動障害を有する者に対して
適切な支援を行う職員の人材育成を目的とする体系的な研修を実施しているところ。

（指導者養成研修）
○ 基礎研修・実践研修の指導者を養成するための研修を実施

国立のぞみの園

都道府県
○ 障害福祉サービス等事業所の職員に対して、以下のとおり基礎
研修・実践研修を実施
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③支援

②支援の計画
（支援の手順書）

①アセスメント

行動観察・情報収集

障害特性の理解

・本人が困っていること
・本人ができる事、強み の把握
・本人の特性

Ａ．本人の困難を軽減したり取り除く

Ｂ．本人ができること、強みを活用する

※ 支援計画は場面ごと、工程ごと
に丁寧に作る必要がある。

Ａ，Ｂを組み合わせた具体的な
ツールの作成や構造化、環境調
整などの支援計画の立案
支援の方向性は基本に忠実に
具体策やツールは個別化する

分析
理解

行動の

・障害特性の理解 ・支援の手順書に基づく支援 ・日々の記録等

強度行動障害支援者養成研修（実践研修）

強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）

強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）（実践研修）の位置づけ

支
援
の
結
果
等
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
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基礎研修が目指すもの

① 「支援の手順書」に書かれている内容とその根拠を理解する
② 詳細な手続きまで手順通りにルールを守る
③ 支援内容の概要や利用者の行動を記録し報告する

実践研修が目指すもの

① サービス管理責任者が作成した個別支援計画を読み込み、
「支援手順書」を作成する
② 「支援手順書」のサービス提供方法について正確に伝達し、
日々の支援結果の記録方法についても的確に指示する
③ 一定期間の手順で実施した支援の結果を取りまとめ、サービ
ス管理責任者と相談し、支援方法の変更や継続について議論
する 8


